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はじめに

成年後見制度は， 自己決定の尊重，残存能力の活用， ノーマライゼーションといった新

しい理念を取り入れ，平成12年4月，民法の改正により導入されました。制度の導入に

当たり，最高裁判所は，利用者の便宜に資するよう，本人の事理弁識能力（自分の行為の

結果について合理的に判断する能力）についての判断資料として用いられる診断書の書式

を作成し，その後，幅広く利用されてきました。

そのような中，平成28年5月，成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され，

平成29年3月には，成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という｡）が閣議

決定されました。基本計画においては，政府は，医師が診断書等を作成するに当たって，

福祉関係者が有している本人の置かれた家庭的・社会的状況等に関する情報も考慮できる

よう，診断書等の在り方について検討するとともに，本人の状況等を医師に的確に伝える

ことができるようにするための検討を進めることとされています。このような基本計画の

内容を踏まえ，今般，最高裁判所においても，医師が家庭的・社会的状況等に関する情報

も踏まえて行った医学的判断をより的確に表現することができるよう，従前の診断書の書

式を改定するとともに，福祉関係者が本人の生活状況等に関する情報を記載し，医師にこ

れを伝えるためのツールとして，新たに「本人情報シート」の書式を作成することとしま

した。

この手引は， このような観点から改定された診断書及び新たに導入される本人情報シー

トを作成する際に参考としていただくために，成年後見制度の概要を説明した上で，各書

式についての記載ガイドライン及び複数の記載例を掲載しています。

新しい診断書の書式及び本人情報シートの作成に当たっては，認知症や障害がある方の

各関係団体や，医療・福祉に携わる関係団体から有益な御意見をいただきました。特に，

各書式についての記載ガイドライン及び記載例を作成するに当たっては，公益社団法人日

本医師会,公益社団法人日本社会福祉士会及び公益社団法人日本精神保健福祉士協会から，

専門的な知見に基づく御助言をいただきました。御協力いただいた皆さまには， この場を

借りて御礼を申し上げます。

今後も，実務の動向を見ながら，必要に応じて，修正を加えていきたいと考えておりま

すので，何卒よろしくお願い申し上げます。

平成31年4月

最高裁判所事務総局家庭局
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一成年後見制度について

1 成年後見制度とは

認知症，知的障害，精神障害，発達障害などによって物事を判断する能力が十分

ではない方（ここでは｢本人」といいます｡)について,本人の権利を守る援助者(｢成

年後見人」等）を選ぶことで，本人を法律的に支援する制度です。

※成年後見制度の種類

任意後見制度と法定後見制度があります。

●判断能力が不十分になる前 →

●判断能力が不十分になってから→

｢①任意後見制度」へ

｢②法定後見制度」へ

①任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに，判断能力が低下した場合には，あらかじ

め本人自らが選んだ人(任意後見人）に,代わりにしてもらいたいことを契約(任

意後見契約）で決めておく制度です。

任意後見契約は,公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています

ので，契約手続は公証役場において行います。

本人の判断能力が低下した場合に，家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて

初めて任意後見契約の効力が生じます。この手続を申し立てることができるのは，

本人やその配偶者，四親等内の親族，任意後見受任者です。

任意後見契約締結

与

号

与

●
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②法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後，家庭裁判所によって，成年後見人等が選ば

れる制度です。本人の判断能力に応じて， 「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用

意されています。

法定後見制度の3種類

後見
！

保佐補助

判断能力が

全くない方

判断能力が

不十分な方

判断能力が

著しく不十分な方

対象となる方

借金，相続の承認など，

民法13条1項記載の

行為のほか，申立てによ

り裁判所が定める行為

成年後見人等が

同意又は取り消

すことができる

行為（※1）

原則としてすべての

法律行為

申立てにより裁判所が

定める行為（※2）Ｍ
Ｈ
』

I

成年後見人等が

代理することが

できる行為

（※3）

申立てにより裁判所が

定める行為

申立てにより裁判所が

定める行為

原則としてすべての

法律行為

ヨ ※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には， 日常生活に閏する行為

（日用品の購入など）は含まれません。

※2民法13条1項記載の行為（借金，相続の承認や放棄訴訟行為，新築や

増改築など）の一部に限ります。

※3本人の居住用不動産の処分については，家庭裁判所の許可が必要となりま

す。

※保佐制度及び後見制度の利用により，本人が一定の資格や地位を失う場合が

あります。

※補助開始の審判補助人に同意権。代理権を与える審判，保佐人に代理権を

与える審判をする場合には，本人の同意が必要です。 ソL藤与雲臺鱸
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2手続の流れ

本人を支える福祉関係者
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●成年後見人等は，選任後速やかに，本人の財産や生活の状況を確

認し,財産目録及び収支予定表を作成し,家庭裁判所に提出します。

●成年後見人等は，本人の意向を尊重し，本人にふさわしい暮らし

方や支援の仕方を考えて，財産管理や介護，入院などの契約につい

て，今後の計画と収支予定を立てます。必要に応じて，介護サービ

スの利用契約や施設への入所契約などを,本人に代わって行います。

●成年後見人等には，原則として少なくとも年に1回，家庭裁判所

に本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。

鯉謹懇
いI

逵、
皇歩

'~..~．..｡~…~~．.~………．...~~..…．...…~~..．.~....~....~~‘.~~~..~~~~....~~~..~~~~~..~~~~~~..~..~~..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~……~‘.....…..~~~~~..~…...1

i 市区町村に設置されている地域包括支援センター，社会福祉協議会等が運営する権利擁獲支援センター， 1

1成年後見制度に関わる専門職の団体(弁謹士会，司法書士会，社会福祉士会など）等に，成年後見制度を利用I

Iするための手続について。あらかじめ相談することができます。
0－－幸q■－q■－4■－－4■－－q■－－－－4■q■q■一口一.■－q■q■－－－－4■｡■－－｡q■一一・－－．－－4■q■－－－＝一・■･■一・■－q■－－－4■4■－－－－－0■一一q■－－｡,■－－q■－.■－－－－－－－－－－■トー－－－－－‘■･ﾛ■一一・■－－－口

※本人情報シートの提出が難しい場合は，本人情報シートを提出することなく申立てを行うことが可能です。
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3文書の開示について

診断書及び本人情報シートは，原則として，当事者に対して開示される扱いとな

ります(詳細は以下のとおりです｡)。診断書又は本人情報シートの作成に際しては，

この点に留意してください。

※1 当事者とは,家庭裁判所の手続の申立人や,手続に参加した本人及び親族など

をいう。

※2第三者とは，手続に参加していない本人及び親族などをいう。

※3診断書を閲覧した当事者が押し掛けることが予想される場合の，診断医の住

居所や勤務先病院などがこれに当たる。

※4本人の病歴や犯罪歴が社会的に露呈されると，本人の社会生活に著しい支障

が生じるおそれがある場合などがこれに当たる。

‐4‐

当事者(※1)から

開示の申出があった

場合

原則と例外

非開示の要件

不服申立て

原則として開示(例外的に非開示）

当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害する

おそれがあると認められるとき（※3）

当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が

明らかにされることにより,その者が社会生活を営むのに

著しい支障を生じ,又はその者の名誉を著しく害する

おそれがあると認められるとき（※4）

事件の性質,審理の状況,記録の内容等に照らして，

当事者に開示することを不適当とする特別の事情が

あると認められるとき

開示を認めないとする結論に対して不服申立てができる。

利害関係を疎明した

第三者(※2)から

開示の申出があった

場合

原則と例外

開示の要件

不服申立て

原則として非開示（例外的に開示）

家庭裁判所（裁判官）が相当と認めるとき

開示を認めないとする結論に対して不服申立て

はできない。



成年後見制度における診断書作成の手引



成年後見制度における診断書作成の手引
■■■■

■■■■■

1 診断書の位置付け

(1)診断書の必要性について

家庭裁判所は，補助及び任意後見の利用開始に当たっては，医師の意見を聴か

なければならないとされておりますので，申立人に対して，申立書とともに，本

人の精神の状態について記載された医師の診断書の提出をお願いしています。

後見及び保佐については，原則として医師等の鑑定を必要とするとされていま

すが，診断書の記載等から明らかに必要がないと認められる場合には鑑定は不要

とされていますので，鑑定の要否を検討するためにも,まずは，補助・任意後見

の場合と同様，医師の診断書の提出をお願いしています。

※本人が診断を拒否しているなど，様々な事情によって診断書の作成・提出が困難な場合

には，診断書の添付がなくても申立てを行うことは可能です。その場合，多くのケースで

は，申立人が鑑定を行うための費用を一時的に負担して手続が進められます。

※鑑定書を作成する上での留意事項（鑑定書書式･記載ガイドライン･記戯例等）については，

「成年後見制度における鑑定書作成の手引」を参考にしてください（最寄りの家庭裁判所又

)で入手することができます。 ） 。は後見ポータルサイト （ http://ww･COurts.go.jP/koukenF

(2)診断書書式について

成年後見制度は精神上の障害によって判断能力が低下している者を対象として

おり，家庭裁判所は，医師の作成した診断書等を参考に，本人について，精神上

の障害の有無や判断能力の低下の有無・程度について判断することになります。

家庭裁判所の審理に必要な情報は， 「診断書（成年後見制度用） 」の書式を利

用して診断書を作成していただくことによって記載することができます。本人や

親族等から依頼があった場合には，本書式を利用して診断書を作成いただきます

ようお願いします。

(3)診断書記載ガイドライン及び診断書記載例

診断書記載ガイドラインは，後見関係事件の手続で家庭裁判所が判断する際の

資料となる診断書の記載の一般的な基準を示したもので，それぞれの記載事項の

意味や記載の要領を示しています。

診断書記載例は，診断書を作成する上での参考とするために，後見等の手続に

おいて比較的多く現れると考えられる症例を想定して，診断書記載ガイドライン

に沿って作成したものです。

(http://www.courts.go. jp/kouken後見ポータルサイト

形式）のダウンロード】のダウンロードが

）から， 「診断書書式」 (Word

できます。
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かかりつけの患者でない場合かかりつけの患者の場合

r一・■・一！一q■・一－．－－－－－－－－－q■・ ・■■－－－－－－－一ーーーー一一‘一一ー－1■■ ！ー一！一･■■一一！■■ ｡■■ー一一一一■■D ･■■ーー｡､■一一’■■ー・■■ ！■■一一‘ーー
ゞ 1

1本人情報シート （※手引27頁～参照）の提供を受けた場合は，診断への活用をご検討ください。 ’
1－．口．－－－－－－．－． .･・

1~L~-'
診察(､1か月程度）これまでの診察を踏まえて対応する

一一一ーーーーーーーー■■■一一■■■一一一一一ーーー一一■■■ ■■■『一一一一■■■一一

テーーーーーーー‘＝一一一－一一一ーq■■一一一一一－‘ーｰ・ﾛ■ー‘＝‘ー一勺

I以前から本人を診察している医師が作成する ！
'場合や病状が明らかな場合には， 1回の診察｜

｜で作成されることが想定されています。

’
’
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

以前には診察を受けていなかった場合であって

も，おおむね1か月程度の期間， 2， 3回程度の

診察で作成することが可能かご検討ください。
I

L．‐－－．－，‐
ー一一

専門医療機関を勧める

． この診断書は，通常の診断書と同様，当事者が医師に依頼して作成されるものであり,診断

書作成にかかる費用は，通常の診断書の場合と同様，当事者の負担となります。

・ 成年後見のための診断書を作成する医師に資格等による限定はありませんが,この診断書は，

本人の精神の状況について医学的見地から判断をするものですから，精神神経疾患に関連する

診療科を標傍する医師又は主治医等で本人の精神の状況に通じている医師によって作成され

るものと考えられます。

, 診断書の内容についてさらに確認したい点がある場合には家庭裁判所から問合せがあること

もありますが，診断書を作成した医師に成年後見の手続において証言を求めることは通常は想

定されません。
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(家庭裁判所提出用）

E匝診断書賊年後見制度用）

与
蛇
９凸 裏面に続く

1 氏名 男・女

住所

●●

年 月 日生（ 歳）

2医学的診断

診断名（※判断能力に影響するものを記載してください｡ ）

所見（現病歴現在症重症度現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

各種検査

長谷川式認知症スケール （口 点（ 年 月 日実施） 口実施不可）

MMSE (ロ 点（ 年 月 日実施） 口実施不可）

萎縮または損傷の有無

□あり‐（口部分的にみられる 口全体的にみられる □著しい 口未実胴

□なし

知能検査

その他

短期間内に回復する可能性

口回復する可能閏ま高い 口回復する可能閥ま低い 口分からない

(聰濫犀項）

3判断能力についての意見

ロ契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

ロ支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断すること力灘しい場合がある。

口支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

口支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば記載してください。



五(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(D見当識の障害の有無

ロあり＝（□まれに障害力”られる口障害力堺られるときが多い口障害力塙度）
□なし

（ ］
②他人との意思疎通の障害の有無

□あり＝（口意思疎通ができないときもある口意思疎通ができないときが多い
口意思疎通ができない）

□なし

〔
(帥理解力・判断力の障害の有無

□あり＝（口問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い口問題力顕著）
□なし

〔
(4)記憶力の障害の有無

□あり＝（口問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重いロ問題力唾鬮
□なし

〔

１
１
１

⑤その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。）

1（
参考となる事項(本人の心身の状態， 日常的･社会的な生活状況等）

※ 「本人情報シート」の提供を口受けた 口受けなかった

（受けた場合にはその考慮の有無，考慮した事項等についても記載してください。）

年 月 日以上のとおり診断します。

病院又は診療所の名称・所在地

担当診療科名

担当医師氏名 印

【卿方へ】
－●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡◆●“●CO●｡･●●●●●､●●”●｡●･●●｡●●､､｡●､｡●■･●･●●●白●･･●●■●｡｡●“O●●●●●●●｡･･由●OG●自白●“●｡●●･●｡､ﾛ●■●｡｡●●｡●●｡●●･●●･●■｡●｡●■･･●●●

：※診断書の記載例等については,後見ポータルサイト仇ttp://Wwwbcourts・go・jp/koukenp/)からダウンロ ；

： －ドできますb

；※参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは，本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし；

； て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートですも提供があった場合は，診断への活用を御検討くださしも ；
；※家蹴哨断は，診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します（事案：
； によって医師による鑑定を実施することがありますb)。
:…....…..…..….......…...…..…….…........….....………...……....………………..…...…...……….….……..….....…….……….…..….....….……….…..….…..….……......…....….息
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3診断害記戦ガイドライン
E一屋率爾蔭罰
○診断名

・ 本人の判断能力に影響を与えるものについて記較してください（判断能力に影響のない内科的疾患等

の鯵断名を記載する必要はありません｡)。

・ 病院で通常に行われる程度の診察によって得られる鯵断名を肥載していただければ十分であり．確定

診断が得られない場合には， 「～の疑い」という形で配戦していただいても構いません。

函

F壷ﾃ1(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

1 氏名 男・女

日生（ 歳）年 月

住所 ○所見

・ 診断を導く根拠となる病状等について,その内容．発症の時期．経過等を簡潔に配鮫してください。

また．現病歴．現在症．既往の疾患等のうち．現在の精神の状態に影響を与えるものがある場合も． こ

の欄に配載してください。

2医学的鯵断

診断名（※判断能力に影唇するものを配載してください． ）

○各狸検査

・ 診断毎には，判断能力に関する医学的鯵断をする際の代表的な検査項目を掲げています。掲げられて

いる検査を行った塙合には．その結果を記載してください。入院先等の検査結果を利用できるときは．

それを用いても構いません。（※検査は．本人の症状に照らして，通常の診断を行う際に必要な範囲で行

っていただければ十分であり，診断書に記載されている検査を殊更に実施していただく必要はありませ

ん｡）

・ 知鮭検査を行った場合には，その検査方法(ウェクスラー式知能検査．田中ビネー式知能検査な

ど)，検査結果．検査年月日について配載してください。その他の検査を行った場合も，同様です。

所見（現病歴，現在症，趣症麿一現在の縞神状態と関連する既往症・合併症など）

各種検壷
長谷川式鯉知症スケール （ロ

MMSE （ロ

展の蔓鰡または損侮の有擁

ロあり＝（ロ部分的にみられる

ロなし

知能検査

月 日実施） 口実施不可）

月 日実施） ロ実施不可）

□著しい ロ未実施）

点（ 年

点（ 年

口全体的にみられる

○短期間内に回復する可能性

・ 診断を導く根拠となる病状が短期間内（概ね6か月～1年程度）に回復する可能性について記戯し
てください。なお．特記事項欄には．回復可能性に関する判断根拠等について．必要に応じて肥載し

ていただくことを想定しています（ただし，回復可能性が高い場合や，一般的な傾向とは異なる場合

等については，その理由について必ず記駁してください｡)。

その他

3判断能力についての意

○裁判所が本人の判断能力を判断するための参考となる恵見を配載してください。なお．チェックボックス
へのチェックでは的確に窓見を伝えられない堪合や．更なる検査等が必要と考えられるなど慎璽な検肘を

要する事情等がある堀合には．意見欄にその事情や理由についての窓見を記載してください。

○当棚は,申立人が裁判所にどのような申立てをするのかの参考とすることが想定されており．一般的には．

以下のとおりの対応関係にあります（※申立てを受けた後，裁判官が診断害を含む申立人からの提出書類等
に基づき本人の判断能力を判断しますが，事案によっては医師による鑑定を実施することがあります｡)。

． 「支橿を受Iﾅなければ.興約等の愈味･内容を自ら理解し、判断すること力嘘しい堵合飢ある｣一補助類型の申立て
. 「支擾を受けなければ，契約等の愈味・内容を自ら理解し、判断することができない』一保佐類型の申立て

。 「支擾を受けても．契約等の愈味・内容を自ら理解し，判断することができない』一後見類型の申立て
※なお． 「契約等の窓味・内容を自ら理解し、判断することができる」ときは．一般的には十分な
判断能力があり．後見制度の利用の必要はないものと見込まれます。

○チェックボックス中の「契約等」とは．一殻に契約書を必要とするような亜要な財産行為（不動産． 自動

車の売買や自宅の増改築．金銭の貸し借り等）を想定しています。また． 『支授」とは．家族等の身近な人に
よって提供されることが期待される適切な援助行為を想定しており，具体的には．契約等の場面で家族等が
本人の反応や理解の程度を踏まえて．本人に分かりやすい言葉で脱明をすることなどを想定しています。

本人に対して現実に提供されている援助行為の有無．内容等について鯛査していただく必要はありません。

短期間内に回復する可能性
ロ回復する可能性は高い ロ回復する可能性は低い 口分からない

（特記事項）

3判断能力についての愈見

口契約導の窓味・内容を自ら理解し、判断することができる。

ロ支援を受けなければ，契約等の念味・内容を自ら理解し，判断することが難しい増合がある。

ロ支援を受けなければ．契約等の愈味・内容を自ら理解し,判断することができない。

ロ支援を受けても，契約等の愈味・内容を自ら理解し、判断することができない．

(恵見）※慎重な検肘を要する事情等があれば，配載してください．

‘1ﾉ2 裏面に続く

-12．
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(家庭戴判所提出用） I (哀面）

以上のとおり鯵断します。 年 月 日

病院又は診療所の名称・所在地

担当診槻科名

担当医騨氏名 印

【医師の方へ】
ｒ
…
Ｉ

；

；

早■甲一申｡…函｡…●早●…伊一申韓騨ｳ韓申の●CDC申…由ゆb■申■■■ー■｡■申曲O申a■●◆●■●◆､■韓凸●“由･■台●~bα･■“◆…もの■■｡●…●“色色…●CG■■■●●･凸薗●●◆…色●□●●｡“b●●e…●●■､酷……■●●●…ひら“●…●●卸●●●○脚…

※鯵断番の記載例等については，後見ボータルサイト (httD://www・courts.go.jp/koukcnp/)からダウンロ

ードできまず。

※診考となる事項欄にある『本人憎翰シート」とは．本人の判断能力等に関する診断を行う際の柵助資料とし

て，本人の介鐡・佃祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検肘ください。

;※家庭裁判所は｡鯵断盤を含む申立人からの提出啓類等に基づき･本人の判断能力について判断Lます‐
； によって医師による睡定を実施する二とがあります.)。

(聯案

8
ー申一一●…一の一一一…一●…ｰ“…◆■－－－－●●号閥･…●●…＝一一一…一……ー一一一…一申一申一ウー……一

2ﾉ2

、
。
●
●
３
●
●
■
●
各
３
０
Ｇ
ｑ
ｇ
Ｉ
Ｇ
ｇ
ｑ
ｇ
■
６
５
■
■
■
０
０
■
２
８
●
９
８

●

8

－』

F 可

惇砺而諏祠

O診断結果及び判断能力についての意見を導いた根拠について． (1)から(4)の項目ごとに配駁して<ださ

い。なお．チェックボックスへのチェックでは的確に意見を伝えられない塙合や，チェックした上で付加

的な鋭明を要する事情等がある場合には，チェックボックスの下の空欄にその事情等を妃駁して<ださ

い 。
L ゴ

〆 、

○ 「(5)その他」については， (1)から(4)に関する記載では判断の根拠についての鋭明として十分ではない

ときに，判断能力に関する意見を導いた根拠を配鮫してください。

L ノ

〆 、

膠署芝万冨雨詞
○判断能力についての意見を導く事情とまではいえないものの，本人の状態や生活状況に関して．裁判

所が把握しておいた方がよいと思われる事憎があれば．その旨妃戦してください。

○家族や支援者等から本人情報シートの提供を受けた場合には． 「受けた」の欄にチェックをして<ださ

い。また，本人情報シートの肥駁を診断において考慮した点があれば．その内容等について記戦してく

ださい（特段．考慮する点がなかった場合にも．その旨配載してください｡)。

L ’



4診断書記載例

(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

与｢－壼E扉司1/2

－15‐

モデル事例1 ：認知症(重度)，施設入所【表面】

(表面）

1 氏名 ○○○○

住所 OO祭○○市○○町OO一○○

③ ･女

○○○○年○ 月○ 日生（ 80歳）

2医学的診断

診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。 ）

レビー小体型認知症(DLB)

所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

2012年頃より幻視が出現。タ方などに「人が見える」と述べたり p 夜間の唾眠中に誰かと宮い

争っているような言動がみられるようになった。物の退き忘れが目立つように獲り，簡単な計算
も出来なくなったため, 2013年6月,A病院神経内科を受診。DLBと診断された。かかりつけB
クリニックへ通院し治療を継焼していた。2015年頃には番字が困難となった。2016年3月頃より
幻視が活発と鞍り， また 9 ｢妻が自分に危害を加えようとしている」 と述べ，要への暴力がしば
しばみられるようになったため，同年7月，紹介にて当院（精杵科）初診。DLBにともなう幻党
妄想状態の増患と診断し，入院にて治療を行うこととした。薬物癬法，専門リハビリテーション
にて病択は徐々に改善し, 2017年5月に退院。特別番護老人ホームへ入所し，引き焼き
て定期的に通院ｶﾛ察を行っている。

各種検査

0 当院に

長谷川式認知症スケール （田 8 点( 2018年4月10日実施） 口実施不可）

MMSE (2 7 点( 2018年4月10日実施） 口実施不可）

脳の萎縮または損傷の有無

図あり＝（ロ部分的にみられる 国全体的にみられる □著しい 口未実施）

□なし

知能検査

その他

ドーパミントランスポーター(DaT)シンチグラフィ－：

短期間内に回復する可能性

両側媒条体におけるDaTの著明な摂積低下(2015年7月5日施行）

口回復する可能性は高い 回回復する可能性は低い ロ分からない

(特記事項）

3判断能力についての意見

ロ契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

ロ支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。

口支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

回支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。



E亙亙］(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(1)見当識の障害の有無

図あり－（□まれに障害がみられる口障害がみられるときが多い国障害が高度）
ロなし

［謬説蝋臓零議ぞ鰻鰄鱸瀞においても' 圓鐵に潜った単独での］
(2)他人との意思疎通の障害の有無

国あり＝（口意思疎通ができないときもある国意思疎通ができないときが多い

ロ意思疎通ができない）

□なし

（蓮難譲て雛縦醤澱僻燗脳､に対する遮答等はできるが， しばし瞳
(3)理解力・判断力の障害の有無

国あり－（口問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い図問題が顕著）

(蟻ぞ蝋獺鰄‘熟と捌聯慨蝿需
(4)記憶力の障害の有無

国あり＝（ロ問題はあるが程度は軽いロ問題があり程度は重い回問題が顕著）

ロなし

（織蕊慧鯛ら耀落蔑晩灘灘鐘零認識穂署螺
いる。

(5)その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。 ）

麟織警難驚蕊溌蕪聯職鯏冷
参考となる事項（本人の心身の状態， 日常的・社会的な生活状況等）

）

１
１

）

※ 「本人情報シート」の提供を口受けた 国受けなかった

（受けた場合には，その考慮の有無，考慮した事項等についても記戦してください。 ）

年9 月 10日2018

0○県OO市○○町○○一OO

○OOO

○O OO

以上のとおり診断します。

病院又は診療所の名称・所在地

担当診療科名

担当医師氏名 ⑨

【医師の方へ】
≠●･●●･●･●●o●●｡●●●･●COD●･●●･●｡●●毎●●｡■岳●｡●coo●｡●ﾛ●､ﾛ●ﾛ●■･●●･●･CGO■●串●､●｡･･●･■●●｡●●｡●､｡■｡｡■･●●･●ﾛ●●■･･･.｡●.｡■“･の｡●OG●.●●.q●●Q●“●●●●･●●●●●●●●●●●●●●｡･･･o●●.c･●oooooo●●

；※診断書の記載例等については，後見ポータルサイト (http://www・courts・go.jp/koukenp/)からダウンロ §

． －ドできます。

；※参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは,本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし ；

§ て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 ；

：※家庭裁判所は,診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します(事案：

； によって医師による鑑定を実施することがあります｡)。
島缶....,...｡.....､........｡･･｡｡｡..｡..｡.....｡.｡...｡.｡...[＝ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆｰｺ.｡..｡....｡.｡..｡....｡..｡..｡.｡..｡........｡･･..｡｡｡.･･･｡｡｡.....｡.....｡...............｡...｡....｡....｡..｡.｡..............｡｡.｡｡｡◆..｡｡.｡...｡......｡｡｡.｡..｡..｡.｡｡.｡｡......･･8
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モデル事例1 ：認知症(壜 ﾐ度)，施設入所【裏面】



(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

与「壷E霊了司
1/2

‐17‐

モデル事例2：認知症（軽度） 、 在宅，独居【表面】

(表面）

1 氏名 OOOO 男

住所 00県00市○○町○○一OO

、
OOOO年○ 月○ 日生( 62 歳）

2医学的診断

診断名（※判断能力に影響するものを記戦してください。 ）

アルツハイマー病(AD:若年性認知症）

所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

2011年(55歳) ,会社の事務職をしていたが，
職場でも家庭でも明らかな物忘れがみられるよう

仕事上のミスが多くなっていた。2013年には
になったため,A病院神経内科を受診。ADの

診断のもと，薬物療法が開始された。仕事は職場での支援を受けながら焼けたが, 2015年12月，
1年間の休職の後，退職。2015年4月以後， 当院（精神科）で通院に訪問霜護を併用し治療を焼
けている。2016年よりデイケアを開始。訪問介護等の介護保険サービスも併用し，在宅療穣を
支えているが，致近は，計算，預金の出し入れも難しくなり，単身の生活のため，徐々に生活上
の困難がみられるようになっている。

各種検査 ．

長谷川式認知症スケール （国16 点（ 2018 年7月15日実施） 口実施不可）

MMSE (Z18 点( 2018 年7月15日実施） ロ実施不可）

脳の萎縮または損傷の有無

図あり－（口部分的にみられる 図全体的にみられる □著しい 口未実施）

□なし

知能検査

その他

脳血流シンチグラフイ－GPECT) :後部帯状回，模前部の血流低下(2013年7月施行）

短期間内に回復する可能性

口回復する可能性は高い 回回復する可能性は低い ロ分からない

(特配事項）

3判断能力についての意見

口契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

口支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。

図支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

ロ支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。



(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(1)見当識の障害の有無

図あり＝（□まれに障害がみられる図障害がみられるときが多い口障害が高度）
口なし

（ヶ藥職鶏震蕊雛蝋少し離れた所では道に迷うため，榊電篝で
(2)他人との意思疎通の障害の有無

□あり－（口意思疎通ができないときもある口意思疎通ができないときが多い

ロ意思疎通ができない）

Zなし

（ ・常会麓憾よ《成立し･球通も良好である。
(3)理解力・判断力の障害の有無

回あり＝（国問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い口問題が顕著）

ロなし

（鐡雛需瀞贄熟考き韓辮'総密人の生活について等の込み入った
(4)記憶力の障害の有無

国あり＝（□問題はあるが程度は軽い国問題があり程度は重い口問題が顕著）

□なし

〔直練蕊奄蛎篭擁'し驚官鱒，圖競驍凝瀧難は鰯澆，
保たれている。

(5)その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。 ）

陰職雛離綴謹熱嫌職真鯉鱗
参考となる事項（本人の心身の状態， 日常的・社会的な生活状況等）

）

１
１

）

）

※ 「本人情報シート」の提供を国受けた 口受けなかった

(受けた場合には， その考慮の有無，考慮した事項等についても記載してください。 ）

本人情報シートから、以下について考慮した。入浴，更衣，洗湿等の身の回りのことは，現在の
ところ，一人で行えていること。別に雑らしている長女，長男，本人の兄弟についても正しく認識
しており， また， 日常生活に支障となる精神・行動障害も認められ鞍いこと。

以上のとおり診断します。 2018年10月 14日

病院又は診療所の名称．所在地 ○○鼎○○市○○町OO-OO

担当診療科名 ○○○○

担当医師氏名 OO OO ③
【医師の方へ】
r…………･･･……･･･………。｡｡…。。.………･……｡。………………………………･･………｡.…………･….……………………………………………･…･････………………･……･･……………、

；※診断書の記載例等については，後見ポータルサイト (http://www.courts.go.jp/koukenp/)からダウンロ ：

． －ドできます。

；※参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは,本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし ；

； て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 ；

；※家庭裁判所は,診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します(事案；

§ によって医師による鑑定を実施することがあります｡)。
C●■●■■■■●●■白●■●■■｡●■●■●●●●■●●●･■●串●●｡●●●●●･●●Q●●●●●●●●●･●●●●●●●●●･●●●●●●●●●●●●●。●Q●●●●●●o◆●●●●●●●●●●●■●■■●■ゆ●●●■●･●●●●●■●●●●●●■●●■●
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モデル事例2：認知症(軽度)，在宅，独居【裏面】



(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

与「垂孟E扉司
1/2

‐19．

モデル事例3：知的障害（重度） ？ 施設入所【表面】

(表面）

1 氏名 ○○○○ 男

住所OO県OO市○○可○O-OO

、
○○○○年○ 月○日生(OO歳）

2医学的診断

診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。 ）

重度知的障害(F72 )

所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

8か月の早産にて出生，体重1350グラムでしばらくの間は保育器管理をされたが，染色体異常
などは認めない。初鍔・初歩ともに遅く ，意家のある言紫が出ず， 3戯児検診で知的な遅れを指
滴された。幼稚園は周りとの交流ができず一人遊びで過ごした。 'j､中学校は特別支捜学級，泓後
は在宅で母と二人基らしであったが，母が死去したために現在の陣がい者支援施設に入所，現
在に至る。

各種検査

長谷川式認知症スケール （□ 点（ 年 月 日実施） 口実施不可）

MMSE (口 点（ 年 月 日実施） ロ実施不可）

脳の萎縮または損傷の有無

回あり－（口部分的にみられる 回全体的にみられる □著しい ロ未実施）

ロなし

知能検査

田中・ピネー知能検査にて, IQ:25と重度録的障害のレベルを認めた。 (O年○月○日実施）

その他

計算能力としては一桁のか激算もできず，簡単な図形の模写などもできない。

短期間内に回復する可能性

口回復する可能性は高い 回回復する可能性は低い ロ分からない

(特記事項）

発育初期よ

われている。

り精神発達の遅滞を認め，宮語コミュニケーションができず，
今後，短期間でこのような状態が回復する可能性はないもの

球通性も著しく損な
と考える。

3判断能力についての意見

口契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

ロ支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。

ロ支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

国支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。



に亙亘二(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(1)見当識の障害の有無

国あり＝（□まれに障害がみられるロ障害がみられるときが多い回障害が高度）
□なし

（報や場所,時剛どの概念が蕊解できず,錨上の蝿園において支繩要している。
(2)他人との意思疎通の障害の有無

図あり＝（口意思疎通ができないときもある口意思疎通ができないときが多い

図意思疎通ができない）

□なし

（謹毒慨蕊顛総蛎?嫡蝋霧競噸職ほぼ不能であり’

］

］
(3)理解力・判断力の障害の有無

図あり＝（口問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い国問題が顕著）

口なし

（繍蕊籔職阜難伽…剛.塵…て…物事州に．
(4)記憶力の障害の有無

図あり＝（ロ問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い図問題が顕著）

□なし

（鋤に示した物晶…おぼえておらず'記憶加暑し､､陣害を認める。
(5)その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。 ）

（ 鰯…縦脅腫どんど…,物事の分雌力胤《楓…て､､愚峨である。

〕

１
１

参考となる事項（本人の心身の状態， 日常的・社会的な生活状況等）

本人の意にそぐわないことに対しては，噛みつき行為．パニック．飛び出し行為などの行動を

起こすことがある。

・惑育手恨（地瑛によって名前が異なることがある)A2所持中。

※ 「本人情報シート」の提供を図受けた 口受けなかった

（受けた場合には，その考慮の有無考慮した事項等についても記載してください。 ）

日々の日常生活における状態や行動等について，適応能力判断の参考とした。

以上のとおり診断します。 OOOO年○月○日

病院又は診療所の名称．所在地 ○○県○○市OO町○○一○○

担当診療科名 ○○OO

③担当医師氏名 ○○ ○○

【医師の方へ】
ヂ●●●■●CG●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●p●●｡●●■●●■●●e■●e■■■●■■●■■●■●●■●｡●G●■G●｡●●G●■■●■●●●■●●＆■●●e■■●●岳●■●●●●●●●●●●●■●■●●■■●●●．●の

；※診断書の記載例等については，後見ポータルサイト (http://www・courts.go.jp/koukenp/)からダウンロ ；

． －ドできます。

；※参考となる事項欄にある「本人情報シーﾄ」とは，本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし ；

； て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 ；

:※家庭裁判所は,診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき,本人の判断能力について判断します(事案：
§ によって医師による鑑定を実施することがあります｡)。
｡●●●●●●●■｡●●●●●●■●●■■■●岳●■■●■■●｡●●●｡●●●｡●争●｡●●~●●●●●●◆●C●●●●●●●◆●●e●●●●｡~●●●●●●●p●●●■■●●●●●●●由●●●●●｡G●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●“●●■●●●●●■毎●

2/2

－20‐

モデル事例3：知的障害（重度） 、 施設入所【裏面】



(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

哩与[－三面雨司
－21‐

モデル事例4：知的障害（軽度） ， 在宅，親族と同居【表面】

(表面）

1 氏名 ○○○○ 男

住所 ○○県○○市○○可OO一○○

②
○○○○年○月O日生(OO歳）

2医学的診断

診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。 ）

軽度知的障害(F70)

所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

幼少期より物梵えの悪さを周囲は感じるも，特に緒査等は受けなかった。小中と普通学級に
通うが成績は悪く ，友人関係も限られた数人との交流程度で，授紫の内容もあまり理解できて
い鞍かつたらしい ◎

中学卒紫後に現在のエ場に勤めており，簡単な単純作業であるもののミスが多く ， しばしば
注意をされているとのことである。

各種検査

長谷川式認知症スケール （口 点（ 年 月 日実施） ロ実施不可）

MMSE (口 点（ 年 月 日実施） 口実施不可）

脳の萎縮または損傷の有無

図あり－（ロ部分的にみられる 図全体的にみられる □著しい 口未実施）

□なし

知能検査

田中・ピネー知能検査にて, IQ:56という錯果を認めた。 （○年○月○日実施）

その他 『

2桁程度の簡単な加漁算はできるが， 3桁になると誤答が多くなる。漢字の書字・銃字は
小学校レベルであり，誤字も多い。

短期間内に回復する可能性

口回復する可能性は高い 図回復する可能性は低い 口分からない

(特記事項）

発育初期よりの精神発達遅滞であり,今後,短期間でこの状態が回復する可能性はないものと考える。

3判断能力についての意見

口契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

国支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。

口支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

口支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。



匡正(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(1)見当職の障害の有無

□あり＝（□まれに障害がみられる口障害がみられるときが多いロ障害が高度）
回なし

（鰯猟瀞…雲解は歯来て篭’， そのことにおける社会生議上の特認すべき ）

(2)他人との意思疎通の障害の有無

図あり－（国意思疎通ができないときもある口意思疎通ができないときが多い

ロ意思疎通ができない）

□なし

〔内蝋驚霧蛎雲霞駕彊赫鐡獺‘ま特認すべき鴎“い‘‘・ ］
(3)理解力・判断力の障害の有無

図あり－（図問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い口問題が顕著）

□なし

［紙？駕乳曼昂灘てい硴複紬ことや周時にい《つもの事の珊柵は園難）
(4)記憶力の障害の有無

日あり－（図問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重いロ問題が顕著）

ロなし

（榊縛柄にお､､て‘脚ま圓…､､が'風時に､､《…事項…ると忘れ易い｡ ］
(5)その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。 ）

際繍駕::蝋蹴蝋:駕麗雪':〕
参考となる事項（本人の心身の状態， 日常的・社会的な生活状況等）

過去に収入に不釣り合い鞍高額ローンを組んだこともあり，金銭管理に支援が鑓要と思われる。

※ 「本人情報シート」の提供を回受けた ロ受けなかった

（受けた場合には，その考慮の有無，考慮した事項等についても記載してください。 ）

日常生活の全般的状況についての情報提供を受けたが，判断能力の医学的判断においての勘索事項

は難い。

以上のとおり診断します。 ○OOO年○月○日

病院又は診療所の名称・所在地 ○○鼎○○市○OWOO-OO

担当診療科名 ○○○○

④担当医師氏名 ○○ OO

【医師の方へ】
..…...….．.…....…..…......……...…･……………..…….........…….….……...….….……｡.…...…...……….………..….……..………......….....…...．……．．…………………･………：

！※診断書の記載例等については，後見ポータルサイト (http://www.courts.go・jp/koukenp/)からダウンロ ：

． －ドできます。

；※参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは,本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし ：

； て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 ；

；※家庭裁判所は,診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します(事案；
： によって医師による鑑定を実施することがあります｡)。 ：
恥●・・■･■■｡｡■･■■｡e■●●●････●･■･■･･p●｡早･･●●｡●●●●●●p●●●●●●●●●●●c●●･●､･･･●･●g●・････■･■･句｡｡■■･句｡･p･■■■■■■･･■･･･■･･0D◆･･｡｡●●●●●●●｡｡・・・･a●･白････●｡●●06･･■･･■■.■■白･白･●●●●●●●
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モデル事例4：知的障害（軽度） 9 在宅，親族と同居【裏面】



匝亙］(家庭裁判所提出用）
診断書（成年後見制度用）

与「颪孟雨司1/2

－23‐

モデル事例5：精神障害（統合失調症） F 医療保護入院中【表面】

1 氏名 OOOO

住所 ○○県○○市○○町○○一○○

③ 女

○○○○年○ 月○ 日生（ 57歳）

2医学的診断 ．

診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。 ）

銃合失調症（妄想型）

所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など）

高校を卒紫後，東京の専門学校に通っている時，発病。 「電車に乗ると、皆が自分を監視し
ている」 、 ｢完全犯罪で殺される」等の考えが浮かび，焼いて本人を非難する内容の幻蕊が間
断なく出現。錯乱状態と鞍り ， 1983年3月A病院へ入院。退院後も， しばらく同院へ通院の後，
帰郷の上， 1985年1月当院（精神科）を初診。泓後、当院にて通院加療を行うも，幻聴が持焼
するとともに ， ｢政治的に迫害されている」 「アメリカのNASAから電波で操られている」等
の体系化した被害妄想が高度に焼いた。病状の再燃・増悪を録り返し、入退院を6回ほど重ねた。
2016年1月からグループホームへ入居し，

な誘因なく ，妄想状態の芳しい再燃あり，

も入院加羅中である。

各種検査

精神科デイケアへ通院していた。

当廃へ第7回目の入院加驫を行う

2018年7月，格別

こととなり , 現在

長谷川式認知症スケール （口 点（ 年 月 日実施） 口実施不可）

MMSE (口 点（ 年 月 日実施） ロ実施不可）

脳の萎縮または損傷の有無

ロあり＝（ロ部分的にみられる 口全体的にみられる 口著しい 国未実施） ．

□なし

知能検査

実施していないが，知能水準には明らかな障害は認められをいと考える。

その他

短期間内に回復する可能性

口回復する可能性は高い 国回復する可能性は低い 口分からない

(特記事項）

3判断能力についての意見

口契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができる。

図支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することが難しい場合がある。

口支援を受けなければ，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

口支援を受けても，契約等の意味・内容を自ら理解し，判断することができない。

(意見）※慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。



仁匝(家庭裁判所提出用）

判定の根拠

(1)見当識の障害の有無

□あり＝（□まれに障害がみられる口障害がみられるときが多い口障害が高度）

図なし

（ 〕
(2)他人との意思疎通の障害の有無

国あり＝（国意思疎通ができないときもある口意思疎通ができないときが多い

口意思疎通ができない）

ロなし

（と蝋瀧懸撫鰄鰯瀧鋳聯耀1'て鯛蕃溌鰡婆］
可能である。

(3)理解力・判断力の障害の有無

国あり＝（図問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い口問題が顕著）

□なし

〔織醗鶚‘讃蝋：鱗燃聡?鼠'繩に体認化曹れ嫉想に鵬し勺
(4)記憶力の障害の有無

口あり＝（ロ問題はあるが程度は軽い口問題があり程度は重い口問題が顕著）

国なし

（ 〕
(5) その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。 ）

(鍵 瀦綴霧）
参考となる事項（本人の心身の状態， 日常的・社会的な生活状況等）

2年ほど前より慢性趣不全を併発。長時間の身体活動が困難となっているが，病棟内における

日常生活動作は自立している。

※ 「本人情報シート」の提供を口受けた 回受けなかった

(受けた場合には，その考慮の有無，考慮した事項等についても記載してください。 ）

以上のとおり診断します。 2018 年10月 1 日

病院又は診療所の名称・所在地 ○○県○○市○○町○○一○○

担当診療科名. OOOO

担当医師氏名 ○○ ○○ ③
【医師の方へ】
r････。･････････････････････.。“..｡.･･･････････一・ー････。。■･･････････････.･･････････ご･･毎････････････････････････････.･･･････｡。。･･･････････.･･･････････････････.･･.･･･。･･･････････●。｡.｡。･･････・･･･････.･･･････｡.･･････････････････････････

；※診断書の記載例等については，後見ポータルサイト (http://www.courts.go.jp/koukenp/)からダウンロ ；

： 一ドできます。

；※参考となる事項欄にある「本人情報シート」とは，本人の判断能力等に関する診断を行う際の補助資料とし ；

； て，本人の介護・福祉担当者が作成するシートです。提供があった場合は，診断への活用を御検討ください。 ：

；※家庭裁判所は，診断書を含む申立人からの提出書類等に基づき，本人の判断能力について判断します（事案：

； によって医師による鑑定を実施することがあります｡)。
O●●●｡●●g●●G●、●●●■●●G●●●●●●●●●●●Q●●●●●●a●●■●●｡●D●■●●OG●､｡●｡｡●●●●､｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●DC●■●●、●●●●●◆●●DC●｡■早●句■●0甲●●●●●●｡●●●●●･■■●吾
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モデル事例5：精神障害（統合失調症） ， 医療保護入院中【裏面】



本人情報シ ﾄ作成の手引一



本人情報シート作成の手引三

1 本人情報シートの位置付け

(1)本人の家庭的・社会的状況等に関する情報の必要性

成年後見制度の利用を開始するための申立てに際しては，鑑定の要否等を判断するため，

申立書等と併せて，医師の作成した診断書の提出をお願いしています。診断書は，家庭裁判

所が本人の判断能力を判断するための重要な資料であり，本人の判断能力について医師に的

確に判断していただく必要があると考えております。

医師に判断能力についての意見を書いていただく際には，従前から，本人に対する問診や

家族等からの聞き取り結果，各種の医学的検査の結果等を総合的に検討し，判断がされてい

たものと思われますが，本人の判断能力の程度等について意見を述べるに当たって，本人の

生活状況に関する資料が十分ではないということもあったのではないかと思われます。

医師により的確に判断していただくためには,本人を支える福祉関係者から，医師に対し，

本人の日常及び社会生活に関する客観的な情報を提供した上で，本人の生活上の課題を伝え

ることが有益ではないかと考えられます。

そこで，本人を支える福祉の関係者において，本人の生活状況等の情報をまとめたシート

を作成していただけるよう，新たに「本人情報シート」の書式を作成することとしました。

※ 「本人情報シート」の提出が難しい場合には， 「本人情報シート」を添付することなく後見等開始の

申立てを行うことは可能です。もっとも，本人の判断能力等をより的確に判断するために，多くの事案

において，医師が診断する際の補助資料として提供されることが望ましいといえます。

(2) 「本人情報シート」の作成者について

「本人情報シート」は，医師に本人の生活状況等を客観的に伝えることで，医学的な判断 、

をする際の参考資料として活用されることを想定しています。

したがって，本人の身近なところで，職務上の立場から支援されている方によって作成さ

れることが望ましいといえ，具体的には， ソーシャルワーカー（社会福祉士，精神保健福祉

士等）として本人の支援に関わっている方（介護支援専門員，相談支援専門員，病院・施設

の相談員，市町村が設置する地域包括支援センターや，社会福祉協議会等が運営する権利擁

護支援センターの職員等）によって作成されることが想定されます。

親族や本人が作成することは想定していませんので，本人及び親族の方には， 申立書に本

人の生活状況等を記載していただくことになります。

ソーシャルワーカーが自らの業務の一環として「本人情報シート」を作成する場合や， 当

事者間の合意によって定められた作成費用を依頼者が負担する場合もありますので，作成者

と依頼者との間で， 「本人情報シート」の作成を依頼する際の取扱い等についてご確認くださ

い。

(3) 「本人情報シート」の活用場面

「本人情報シート」は，医師の診断のための補助資料として活用するほか，以下のような
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場面で活用することが考えられます。

①申立て前の成年後見制度の利用の適否に関する検討資料として

成年後見制度は，判断能力が十分ではない方を法律的な側面で支援する制度です。法的

な課題や福祉的な課題に対応するために成年後見制度を利用することは有益ですが，他方

で，本人が抱えている課題によっては，成年後見制度の利用では十分に対応できないこと

も考えられます。

制度利用の適否については，医療・福祉・介護の関係者のみならず，法律関係者も含め

て多職種で検討することが望ましいといえますが，その際， 「本人情報シート」によって

本人の状況について認識を共有することは，制度利用の適否に関する多職種での検討に資

するものと考えられます。

②家庭裁判所における成年後見人等の選任のための検討資料として

「本人情報シート」は，後見等開始の申立ての際に， 申立人から，診断書とともに家庭

裁判所に提出していただくことを想定しています。家庭裁判所は，本人の判断能力につい

て審査するとともに，誰を成年後見人等に選任するのかについても検討しますので， 「本

人情報シート」は，本人の判断能力の判定の際の参考資料として用いられるとともに，本

人の身上監護上の課題を把握し，本人にふさわしい成年後見人等を検討するための資料と

して活用することも考えられます。

③従前の後見事務の検証と今後の事務方針の策定のための資料として

後見開始後の本人自身の心身の状況や周囲の生活環境の変化に応じて，本人の有する生

活上の課題も変化していくものと考えられます。後見人も含む多職種で構成される「チー

ム」において，後見開始時に作成された「本人情報シート」の内容を確認することによっ

て今まで後見人を中心に進めてきた本人支援のアプローチを検証し， この結果を踏まえ

て，必要に応じて，本人の能力変化に応じた類型の変更や今まで進めてきた後見事務の方

向性について見直したり，あるいは，補助・保佐の場合には付与された代理権・取消権の

範囲を再検討したりするなど，今後の本人支援の在り方を検討することも有効であると考

えられます。

2本人情報シート記載ガイドライン及び本人情報シート記載例について

本人情報シート記載ガイドラインは，本人の判断能力等を診断するに当たって，参考となる

内容の記載についての一般的な基準を示したものです。記載するに当たってのポイントや留意

事項等も含まれていますので，本人情報シートを作成する際に参照してください。

本人情報シート記載例は，実務的に比較的多く見られる事例を想定し，本人情報シート記載

ガイドラインに沿って作成したものです。

後見ポータルサイト (http://www.courts.go.jp/kouken

(Word形式）のダウンロードができます。

）から， 「本人情報シート」
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本人情報シート（成年後見制度用）

※この喜面は本人の判断能力等に関して医師刀鯵断を行う際の補助資料として活用するとともに，家
庭裁判所にお/ﾅる審理のために提出していただくことを想定していますb
※この書面は本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定していますb
※本人情報シートの内容についてさらに罐翻したい点がある場合には医師や家庭裁判所から問合せが
されることもあります。

年 月 日作成日

膵筬召
氏 名：－ 印

職業(資格） ：

連絡先：

本人との関係：

1 本人の生活場所について

ロ自宅 （自宅での福祉サービスの利用

ロ施設・病院

→施設・病院の名称

□あり ロなし）

住所

2福祉に関する認定の有無等について

口介護認定 （認定日： 年 月）

口要支援（1 ．2） 口要介護（1 ．2．3．4．5）

口非該当

口障害支援区分（認定日： 年 月）

口区分（1 ．2．3．4．5．6） 口非該当

ロ療育手帳・愛の手帳など （手帳の名称 ） （判定

口精神障害者保健福祉手帳 （1 ．2．3級）

）

3本人の日常・社会生活の状況について

（1）身体機能・生活機能について

口支援の必要はない ロー部について支援が必要 口全面的に支援が必要

（今後，支援等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等）

(2)認知機能について

日によって変動することがあるか：□あり□なし

（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。

エの項目は裏面にあります｡）

ア日常的な行為に関する意思の伝達について

口意思を他者に伝達できる 口伝達できない場合がある

□ほとんど伝達できない □できない

イ日常的な行為に関する理解について

口理解できる 口理解できない場合がある

□ほとんど理解できない □理解できない

ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について

口記憶できる 口記憶していない場合がある

□ほとんど記憶できない 口記憶できない

1/2
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本人が家族等を認識できているかについて

口正しく認識している ロ認識できていないところがある
□ほとんど認識できていないロ認識できていない

エ

(3)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について

口支障となる行動はない 口支障となる行動はほとんどない

口支障となる行動がときどきある ロ支障となる行動がある

（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等）

(4)社会・地域との交流頻度について

口週1回以上 ロ月1回以上 口月1回未満

(5)日常の意思決定について
ロできる 口特別な場合を除いてできる 口日常的に困難 □できない

(6)金銭の管理について

ロ本人が管理している 口親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
口親族又は第三者が管理している
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題

（※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
ロ申立てをすることを説明しており，知っている。
口申立てをすることを説明したが，理解できていない。
口申立てをすることを説明しておらず，知らない。
□その他

（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策

（※御意見があれば記載してください｡）

2/2
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I o零人IR栂ｼｰﾄの作成者が級篠露の篤三者に｢本人傭籍ｼｰﾄ』による個人'椥徽の“を行う鳩合は‘億人傭輔“のI
観点から本人の同意を得るなど･作成者において適用される法令に沿った慨報の取扱いを行うよう個怠していただく必｜
要があります．

、－－－－－－1■、一一一‘■､,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一‘.｡..■一一,－－－－－－．1．，－－－－－－．｡."－－－－－－‘－．－－－‘一・.－－－－－，－，.D､－－‘－－グ

ｈ
Ｊ

※シートに記載しきれない塲合は．

別紙をつけて:いただく:ことも可能種す。
3本人情報シート記載ガイドライン

厨司

本人傭報シート（成年後見制度用）

※この罫面賦本人の…力等た側して医胤溺幟を行う膿の舗助涛秤として活用するとともに，蒙
塵謝獅ごおける蕃鋤ために礎出していただくこと箸惣定していま沈
滞この”賦承入途支える組祉脚鰐智の万たよってf鰯迩されることを越定してぃ蒙爽
湊永ﾝ(縄シートの内容についてさらに砿湾したい点刀怖る鞠合には“や…『蝿から間合ぜが
されることもありま夷

作成日 年 月 日

、 ノ

〆 、

Oシートに記峨されている湧定を受けている場合には

○認定日欄には，最終判定年月を記載してください。
骸当棚にチェックしてください。

1

、 〆

〆 、

(1)身体機能・生活機能について
O武事，入浴．論替え，移励等の日常生活に関する支援の要否を記載してください．なお，自宅改修や福祉
篝具等を利用することで他者の支援なく日常生活を営むことができている増合には, 「支援の必要はない｣に
チェックしてください。

O現在の支掻体制が不十分な場合等で．今後．支援の方法‘内容等を変更する必要がある墹合には．その内
容を自由妃赦棚に簡潔に妃戦してください。

1 本人の生活増所について
ロ自宅 （自宅での福祉サービスの利用
ロ施設・病院

一施設・病院の名称 「
ロあり □なし） 一

、 ノ

住所

／ 、
（2）認知機能について

Oアーエの各項目について．該当する棚にチェックを入れてください。なお．本人の状態に変動がある場
合には，良い状態を念頭にチェックしていただき．状態が良くない場合で支援を必要とする場面について

は(3)に記鮫してください。
Oここでいう「日常的な行為」とは，食郡，入浴等の日課や来訪する福祉サービス提供者への対応など．
。概ね本人の生活環境の中で行われるものが想定されています。アーエの各項目についての避択基準は．以
下のとおりです。

・ アについて

ロ意思を他者に伝達できる一日鱗生活上問題ない程度に自らの麓思を伝達できる場合

口伝運できない場合がある一正確な意思を伝えることができずに日常生活上問題が生じる場合
ロほとんど伝達できない →ごく単純な意思〈空腹である，眠いなど）は伝えることはできる

ものの，それ以外の意思については伝えることができない増合
口できない －ごく単純な意思も伝達できないとき

（※発語面で障害があっても‘非言語的手段で意思が伝達できる塙合には． 「伝達できる」とする｡）

・ イについて

ロ理解できる 一起床・就鞭の時刻や，食率の内容等について回答することができる場合
ロ理解できない場合がある一・上記の点について．回答できるときとできないときがある場合
ロほとんど理解できない 一上記の点について．回答できないときが多い場合
ロ理解できない一上肥の点について．基本的に回答することができない場合

・ ウについて

ロ記惚できる 一直前にしていたことや示したものなどを正しく回答できる鳩合
ロ記憶していない場合がある 一上記の点について．回答できるときとできないときがある埋合
ロほとんど記憶できない 一上記の点について，回答できないときが多い現合
口記憧できない一上記の点について．基本的に回答することができない場合

2福祉に関する認定の有無等について
年口介護認定 （腿定日： 月） 一

口要支援（1 ．2） ロ要介謹（1 ．2．3．4．5〉
ロ非該当
口障害支援区分（認定日： 年 月）
ロ区分（1 ．2．3．4．5．6〉 ロ非該当
ロ療育手帳・愛の手根など （手嘘の名称 ） （判定 ）
口糖神障害者保健福祉手帳 〈1 ．2．3級）

3本人の日常・社会生活の状況について ー

（1）身体擢能・生活機能について
ロ支援の必要はない ロー部について支援が必要 ロ全面的に支援が必要
（今後．支援等に関する体制の変更や追加的対応が必要な潮合は､その内容等）

’(2)腿知機能について
日によって変動することがあるか：口ありロなし ←

（※ありの鳩合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください。
エの項目は襄面にあります｡）

ア日常的な行為に関する意思の伝達について
口意思を他者に伝逮できる ロ伝達できない嶋合がある
口ほとんど伝達できない □できない
イ日常的な行為に関する理解について
口理解できる ロ理解できない増合がある
□ほとんど理解できない ロ理解できない
ウ日熱的な行為に関する短期的な記憶について
口記憶できる ロ記憶していない璃合がある
口ほとんど記憶できない ロ記値できない

1/2 、 ノ
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1本人の生活堀所につい弓

2福祉に閥する潔定の有無等について
匝囚
氏 名二

生年月日K 年 月 日

囮i圏
氏 名； 印

戦業(箕格)：

連絡先：

本人との関係：
3本人の日幣・社会牛需の状況について
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尋けでい晶俎会'三l土手の内ま

丁も沽画に閲して恵忠沃疋てさも罷刀をいいます吸日'二ついて1

壷の率項あるいは堀面において本人の窓思決定に支障が生しると｜

上さい

hける』舌勘に関してあゎゆる咽面で愈思決定てきる

ジヒ番組や献立服の選択等については窓思決定できるが台痕
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L

・ エについて

□正しく鹿厳している一日常的に顔を合わせていない家族又は友人等についても，会えば正しく
鯉撤できる。

口鯉臓できていないところがある一日常的に顔を合わせている家族又は友人等は基本的に麗臓で
きるが．それ以外は難しい。

ロほとんど浬嘩できていない →日常的に顔を合わせている家族又は友人等と会っても．鯉臓
できないことが多い。

口哩徹できていない 一日常的に顔を合わせている家族又は友人・知人と会っても．基本的に浬巌
できない。

ノ

L

日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
O糟神・行動障害とは．社会生活上．珊面や目的からみて不適当な行動をいいます。このような行動の頻度に応
じて．骸当する棚にチェックを入れてください。
○また．そのような箱神・行動障害があり．針今牛遥上．一定の支援を必要とする場合には．その行動の具体的
な内容や頻度について自由記戦欄に記入してください。また，必要とされる支援方法等についても，分かる簡囲
で記戦してください。

、

ノ



4本人情報シート記載例

本人情報シート（成年後見制度用）

※この書面は，本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに，家
庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。
※この書面は，本人を支える福証関係者の方によって作成されることを想定しています。
※本人鰐報シートの内容についてさらに確謬したい点がある場合には医師や家庭鐡判所から問合せが
されることもあります．

OOOO年○月O日作成日

昨筬習
氏 名：

回
氏 名

生年月日

OO ○○

OO県社会福祉士会相談職業(資格） ：

連絡先：

本人との関係

OOO○年○月○日
6

○○一○OOO一○○○○

入所施設から相談を受けた

1 本人の生活場所について
ロ自宅 （自宅での福祉サービスの利用
国施設・病院

ロあり □なし）

寄別蕃護毫人ホーム○○厘→施設・病院の名称

住所 ○○県OO市○○町○○一○○

2福祉に関する認定の有無等について
図介護認定 （認定日： ○0年

ロ要支援(､ ､2） ロ要介護(,眼3④.s）
口非該当

口障害支援区分（認定日： 年 月）
口区分（1 ．2．3．4．5．6） 口非該当
口療育手帳・愛の手帳など （手帳の名称 ） （判定
口精神障害者保健福祉手帳 （1 ．2．3級）

）

3本人の日常・社会生活の状況について

（1）身体機能・生活機能について
口支援の必要はない 口一部について支援が必要 図全面的に支援が必要
（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等）

2016年3月頃より'錘身状態が悪化し，同居の妻への暴力行為があったため, 7月に
専門医療機関（精神科)初診、入院と鞍った。加療， リハビリテーションを受け，症状が改
善し, 2017年5月に退院と同時に現在の特別番護老人ホームへ入所した。食事はセッ
ティングがあれば自力摂取可能。それ域外の日常生活については，ほぼ全面的に見守りや
声掛け，直接介助が必要である。現在の入所施設で安定した生活を送られている。

(2)認知機能について
日によって変動することがあるか：国あり□なし
（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください｡）
ア日常的な行為に関する意思の伝達について
口意思を他者に伝達できる 国伝達できない場合がある
□ほとんど伝達できない □できない ≦

イ日常的な行為に関する理解について
口理解できる 国理解できない場合がある
口ほとんど理解できない 口理解できない
ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について
口記憶できる 口記憶していない場合がある
国ほとんど記憶できない 口記憶できない
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モデル事例1 ：認知症（重度） ， 施設入所【表面】



エ本人が家族等を認識できているかについて
口正しく認識している 国翌識できていないところがある
□ほとんど認識できていないロ認識できていない

(3)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
口支障となる行動はない 口支障となる行動はほとんどない
支障となゐ行鴎
（籍神・行動瞳雲'二

U刀､の旬

子の内容、緬臆

(4)社会・地域との交流頻度について
ロ週1回以上 口月1回以上 国月1回未満

(5)日常の意思決定について
ロできる 口特別な場合を除いてできる 図日常的に困難 □できない

(6)金銭の管理について
口本人が管理している 口親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
図親族又は第三者が管理している
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

妻が管理しているが，妻自身も高勢であり，本人との関係性が錐ずしも良好ではないこ
ともあり， 負担感が強い。また，施設から本人に姓要鞍日用品や行事への参加霧を求める
ときに，妻自身の判断で「不要」 とされてしまうことが多い， とのこと。

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
（※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

本人は施設において，本人自身の楽しみや生活の堂かさを感じる機会が得られず，制限的な
生活になってしまっていることも否めない。本人には収入（年金）があり，本人の意思決定を
支援しながら本人の興永関,途を拡げるためにも活用できることが望ましい。また心身状態の変
化から今後，入院加療が必要となることも想定されるため，本人の意思を尊重しながら適切に
契約行為を行える第三者が存在することが，妻にとっても助けと在ると考え， そのことで妻と
の関係性の修復も期待される。

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
ロ申立てをすることを説明しており，知っている。
国申立てをすることを説明したが，理解できていない。
口申立てをすることを説明しておらず，知らない。
□その他
（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

本人には可能な限りわかりやすい言葦や図による鋭明を複数回行った。施設の相談風同席の
もと， また，妻の面会時，本人が作成者に馴染みを感じられたことを受け，作成者のみとも面
談した。その都度，新しい説明を聞く ， という印象で，説明を理解することは難しいと感じら
れたが， その都度の説明においては， 「そんな人がいたらありがたいね」 「でも○Oちゃん（古
い友人の妹， というが本当は妻のこと）がいるからね」 という発言があった。

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください｡）
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モデル事例1 ：認知症（重度） 9 施設入所【裏面】

施設内の自室やトイレの場所がわからず，困慈しているときが多いが，適切な声掛け誘
導によって対応可能である。また ， 日々のスケジュール（食事の時間や活動など）は理解
ができず，不安になると職員や他の入居者に尋ねることが多く ， その対応が本人にとって
受け入れがたいものであると，不穏になることがある。



本人情報シート（成年後見制度用）

※この毎面は，本人の判断能力等に関して医師が診断を行う際の補助資料として活用するとともに，家
庭裁判所における審理のために提出していただくことを葱定しています。
※この書面は本人を支える福証関係者の方によって作成されることを葱定していますb
※本人攪報シートの内容についてさらに確霊したい点がある場合には医師や家庭裁判所から問合せが
されることもあります。

○○OO年○月○日作成日

耐君
氏 名：

回
氏 名: OO OO

○○市社会福祉協議会(社会福祉士職業(資格)：

連絡先先

生年月日 :000○年 ○月○日

： ○○一○OO○一○○○○

○○市中核機関の相談本人との関係：

1 本人の生活場所について
国自宅 （自宅での福祉サービスの利用

口施設・病院

→施設・病院の名称

国あり □なし）

住所

2福祉に関する認定の有無等について

国含護薑臺援僻目):oo:o雲弄護?]匙③･4･5)
口非該当
口障害支援区分（認定日： 年 月）
口区分（1 ．2．3．4．5．6） 口非該当
口療育手帳．愛の手帳など （手帳の名称 ） （判定 ）
ロ精神障害者保健福祉手帳 （1 ．2．3級）

3本人の日常・社会生活の状況について

（7）身体機能・生活機能について
ロ支援の必要はない 図一部について支援が必要 口全面的に支援が必要
（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等）

在宅で介護保険サービスを利用し，別居の長男や使女の支援を得て生活を継焼している

が，没近は食材を大量に買い込んで腐らせる，サービス利用日や時間を忘れて外出するな

ど，サービス提供が受けられないことが増えてきている。ケアマネージャーはサービスの

見直しが姓要だと考えている。

(8)認知機能について
日によって変動することがあるか：図あり□なし
（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください｡）
ア日常的な行為に関する意思の伝達について
国意思を他者に伝達できる 口伝達できない場合がある
□ほとんど伝達できない □できない
イ日常的な行為に関する理解について
口理解できる 国理解できない場合がある
□ほとんど理解できない 口理解できない
ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について
口記憶できる 国記憶していない場合がある
ロほとんど記憶できない 口記憶できない
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モデル事例2：認知症（軽度） ？ 在宅，独居【表面】



エ本人が家族等を認識できているかについて
ロ正しく認識している 図認識できていないところがある
□ほとんど認識できていない口認識できていない

(9)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
口支障となる行動はない 口支障となる行動はほとんどない
国支障となる行動がときどきある 口支障となる行動がある
（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容頻度等）

鍋を焦がすことが， 3か月に1回程度ある。 IHは本人が希蔓していないため，使用し
ていない。ヘルパーが来る日や時間を忘れてしまい， 自宅にいないため，ヘルパーが支援
に入れないときが， 月に一，二回程度ある。

(10)社会・地域との交流頻度について
図週1回以上 口月1回以上 口月1回未満

(11)日常の意思決定について
ロできる 国特別な場合を除いてできる 口日常的に困難 □できない

(12)金銭の管理について
口本人が管理している 図親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
口親族又は第三者が管理している
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

別居の長女が定期預金通帳を管理しているが， 日常的な金銭管理は本人が行っている。
没近は日常的な金鏡管理が難しくなり，長女が社協の日常生活自立支援事業力喰えない
か， と相談してきた。

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
（※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
国申立てをすることを説明しており，知っている。
口申立てをすることを説明したが，理解できていない。
口申立てをすることを説明しておらず，知らない。
ロその他

（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

説明についての理解は良好。 しかし，長女にやってもらうのに手焼きが踏要なのか， と疑問
を述べられる。また，長女は仕事や家庭のことが忙しく ，頼むのは悪いという気持ちや，長女
が「そろそろ施設に入ることを考えて」 と言われた言紫に対して抵抗感を持っている。

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください｡）

本人は自分の希望や思いを他者に伝えることができ， その実現に向けて支援関係者はこれま
でも関わってきている。 しかし，徐々に認知機能が低下していることはあり，支援体制をこれ
までとは逢う内容で検討することも，本人の安全や安‘趣のためには必要なことである。福祉サ
ービスの利用などの契約行為の代理ができる形が望ましく ，本人もそれを希望している。家族
の思いも支えながら，安易に施設入所という選択肢にならないためには，第三者の担い手が，
本人の意思や意向を尊重しつつ家族とも調整をとっていくこと， そのために支援関係者と連携
体制をとり，チームとして本人を支えていく体制をつくれることが重要である。
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モデル事例2：認知症（軽度） 0 在宅，独居【裏面】



本人情報シート（成年後見制度用）

※この書面は本人の判断能力等に関して医師沙鯵断を行う際の補助寛料として活用するとともに，家
庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。
※この聲面は本人を支える福祉関係者の方によって作成される臣とを想定していますb
※本人備報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には医師や家庭裁判所から問合せが
されることもあります6

OOO○年○月0日作成日

昨筬司
氏 名：

回
氏 名匙○○ ○○ 】《】 】（

職業(資格） ：

連絡先：

‐福祉サーヒス計画相護（社会福祉士生年月日 ○○OO年○月○日

○○一○○○○一○○○○

○○市受託事業者本人との関係：

1 本人の生活場所について

口自宅 （自宅での福祉サービスの利用 □あり □なし）

国施設・病院

→施設・病院の名称 障害者支援施設OO園

住所 ○○朧OQ市○○町○○一○○

2福祉に関する認定の有無等について

口介護認定 （潔定日： 年 月）

口要支援（1 ．2） 口要介護（1 ．2．3．4．5）

口非該当

ロ障害支援区分（認定日： 年 月）

口区分（1 ．2．3．4．5．6） ロ非該当

国療育手帳・愛の手帳など （手帳の名称察育手帳 ） （判定 A2
口精神障害者保健福祉手帳 （1 ．2．3級）

）

3本人の日常・社会生活の状況について

（1）身体機能・生活機能について
□一部について支援が必要口支援の必要はない 国全面的に支援が必要

（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は‘その内容等）

本人は，在宅で母と二人碁らしだったが，母が8月に自宅で倒れているところを近隣住
民に発見され，救急搬送された。その翌日に母は死亡。本人は重度知的障害があり，母の
日常的な世話で生活をしていたが，母の死亡に伴い，在宅生活ができなくなり，行政が緊
急の措遼として，現在の障害者支援施設に短期入所を行った。

(2)認知機能について
日によって変動することがあるか：□あり国なし

（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください｡）

ア日常的な行為に関する意思の伝達について

ロ意思を他者に伝達できる 口伝達できない場合がある

日ほとんど伝達できない □できない

イ 日常的な行為に関する理解について

口理解できる 国理解できない場合がある

□ほとんど理解できない 口理解できない

ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について

口記憶できる 図記憶していない場合がある
ロほとんど記憶できない 口記憶できない
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モデル事例3：知的障害（重度） 、 施設入所【表面】



エ本人が家族等を認識できているかについて
口正しく認識している 口認識できていないところがある
国ほとんど認識できていないロ認識できていない

(3)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
口支障となる行動はない 口支障となる行動はほとんどない

口支侭
享とす馬場雨

訓刀､め旬

子の内容．箱屑
J旬何副刀

訓瞳害に段

(4)社会・地域との交流頻度について
口週1回以上 口月1回以上 因月1回未満

(5)日常の意思決定について
□できる ロ特別な場合を除いてできる 回日常的に困難 口できない

(6)金銭の管理について
口本人が管理している 口親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
図親族又は第三者が管理している
(支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

緊急対応として，行政施設への短期入所を措運にて決定した。本人の金銭管理については，
事務管理として，行政から入所施設OO園に委任をしている （成年後見人等が選任されるま
で)。

OO園施設長○○○○氏

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
(※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

本人は母が亡〈在ったことをどのように受け止めて理解できているか， これまで本人と関わって
きた第三者がほとんどいないため，関係者による意思決定支援のための会識は開催できなかった。
しかし， 日常生活場面では食事については本人なりの希豊や意思が示せるため，本人の意思を引き
出すことは十分可能ではないかと考える。今後，本人の日常生活の中で，意思決定支援に配慮した
対応がなされる環境であることが重要である。

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
ロ申立てをすることを説明しており，知っている。
図申立てをすることを説明したが，理解できていない。
口申立てをすることを説明しておらず．知らない。
□その他
（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

富誇によるコミュニケーションが困難であるため，図を示したり，共に行動するなどして説明を
誤みたが，本人がどのように理解することができたか，把握できなかった。 しかし，本人は， 自分
のことを見てくれる人や， 自分に向き合ってくれる人に対しては，好意的な態度を示す。後見人等
が選任されることで，本人と関わりを持つ支按関係考が増え，本人の生活の支援に向けて，選択肢
が広がることが可能となると考える。

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください｡）

母の死という緊急事態への対応として措鼠による短期入所となっている。今後の安定した生活を
送るために，本人の愈思を尊重し，愈思決定支援に配慮し，方針を決定することが求められる。短
期入所から本入所契約をするのかどうかが当面の後見人の課題である。この課題に対応するために
は，本人を取り巻く支援関係者を増やし，本人を中越とした意思決定支援に向けての会蟻を開催す
ることが縫要と考える。また， その後の社会生活の中で，本人が獲得する能力があると考えられる
ため，定期的に本人の状況を把握し，本人が支授を受ければできることを増やしていくことで成年
後見人等の権限，類型の見直しが必要である。
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モデル事例3：知的障害（重度） 9 施設入所【裏面】

これまで，ほとんど外部のサービスを利用することなく ， 自宅で母と2人で生活をしていた
ため，新しい環境になじむことが難しく ，他の利用者や施設の職鼠に対して， 自分の思いどお
りにならないときに，手をあげようとすることがある。その場合はゆっくり対応することで藩
ち着く ◎



本人情報シート（成年後見制度用）

※この毎面は，本人の判断能力等に関して医師励鯵断を行う際の補助資料として活用するとともに，家
庭裁判所における審理のために提出していただくことを想定しています。
※この書面は本人を支える福証関係音の方によって作成されるごとを想定していま式
※本人備報シートの内容についてさらに確潔したい点がある場合には医師や家庭裁判所から問合せが
されることもあります6

作成日 ○OOO年○月○日

昨筬司
氏 名：

回
氏 名： ○○ ○○ 】【 】〔

OO市社会福祉協議会(社会福祉士職業(資格):．

連絡先：

生年月日： ○○O○年○月○日

○○一○OO○－○○○○

本人との関係： 00市中核機関職ヌ

1 本人の生活場所について
国自宅 （自宅での福祉サービスの利用

口施設・病院一

→施設・病院の名称

□あり 回なし）

住所

2福祉に関する認定の有無等について
ロ介護認定 （認定日： 年 月）
口要支援（1 ．2） ロ要介護（1 ．2．3．4．5）
口非該当
口障害支援区分（認定日： 年 月）
口区分（1 ．2．3．4．5．6） 口非該当
口療育手帳・愛の手帳など （手帳の名称
ロ精神障害者保健福祉手帳 ． （1 ．2．3級）

） （判定 ）

3本人の日常・社会生活の状況について

（1）身体機能・生活機能について
国一部について支援が必要口支援の必要はない 口全面的に支援が必要

（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等）

本人は在宅で家族（両親、妹） と同居。中学校卒業後，父規の知人の認介で現在の工場
に17年務めている。数年前より，職場の同僚や先寧に貸した金銭を返してもらえなかっ
たり，本人が希望していない物品（兼番食品） をローンで購入するなど，金鏡管理におい
てトラブルが目立つようになった。 ‘趣配した母親が地域の社会福祉協議会に金銭管理の支
援について相談した。 日常生活の行為や就労については自分でできている。

(2)認知機能について
日によって変動することがあるか：□あり国なし
（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください｡）
ア日常的な行為に関する意思の伝達について
因意思を他者に伝達できる 口伝達できない場合がある
□ほとんど伝達できない □できない

イ 日常的な行為に関する理解について
回理解できる 口理解できない場合がある
□ほとんど理解できない ロ理解できない
ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について
口記憶できる 国記憶していない場合がある
ロほとんど記憶できない ロ記憶できない
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モデル事例4：知的障害（軽度） 、 在宅，親族と同居【表面】



モデル事例4：知的障害（軽度） ，在宅，親族と同居【裏面】

エ本人が家族等を認識できているかについて
回正しく認識している ロ認識できていないところがある
□ほとんど認識できていないロ潔識できていない

(3)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
口支障となる行動はない 国支障となる行動はほとんどない
口支障となる行動がときどきある ロ支障となる行動がある
（精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等）

(4)社会・地域との交流頻度について
図週1回以上 口月1回以上 口月1回未満

(5).日常の意思決定について
□できる 図特別な場合を除いてできる 口日常的に困難 □できない

(6)金銭の管理について
口本人が管理している 図親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
口親族又は第三者が管理している
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

預貯金は母親が通恨を管理している。給料は本人が通帳を管理し， 日常的な買い物等は自身

で行っている。通常黒字であるので，給料支姶時に残金は預金している。ときどき給料支給前
に本人管理の通帳が残高不足になることがあり， お金を脅したり，必要外の物品を買っている
ことがわかった。

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
（※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

日傭生活が大きく変化する可能性は今のところ猶いが，職場の同僚や先隼との関係において，本
人の意思に沿わない金銭の使い方になってしまうことがあり， その場合は、本人とともにお金の使
い方を考える人や，状況によっては取消し等の対応ができる人が必要となる。また，近々本人が就
職したときから本人を支えてきた上司（社長）が退職するため，本人の職場の中での立ち位墨や就
労内容に変化が生じる恐れがある。鑓要に応じて手椎の取得や障害福祉サービスの利用について，
本人への情報提供等が求められる。

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
図申立てをすることを説明しており，知っている。
ロ申立てをすることを説明したが，理解できていない。
口申立てをすることを説明しておらず，知らない。
口その他

（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

母規ははじめ， 日常生活自立支授事裁の利用を希望したが，本人の状況や今後予測される変化に
応じた対応ができる成年後見制度（補助が想定される） を本人にも説明したところ，本人には始
め， 「親に相談するから錐要ない」 と言われた。 しかし，実務に詳しく経験のある専門職を紹介し，
話を聞いてもらう時間を設けたところ， 「こんな人に相談できるのであれば、お願いしてもいいか
も」という気持ちの変化がみられた。

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください｡）

本人は日常的なことは家族の支捜を受けて自立してできているので， 日常的なことを超えるよう

館灘欝鍵瀞令鑿全轆韓謀妊鮎崖構雛議懸儲:搦謹鵠鐘
見据えて障害福祉サービスの必要性の判断や手恨の取得など，福祉関係者との連携を構築し，本人
が望む生活を安心して鮭娩できるよう，法的権限をもって関わってほしい。代理の必要性は現時点
ではすぐにはないが，符未は福祉サービスの利用契約があるとよい。また，限定的鞍取消権も本人
と話し合って決める必要がある。
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本人情報シート（成年後見制度用）

※この書面は本人の判断能力等に関して医師励鯵断を行う際の補助寛料として活用するとともに，家
庭裁判所における審理のために提出していただくごとを想定しています。
※この書面は，本人を支える福祉関係者の方によって作成されることを想定していますb
※本人情報シートの内容についてさらに確認したい点がある場合には医師や家庭裁判所から問合せが
されることもありますb

作成日 OO○○年○ ○日

騨名:一旦Q－gQ ③
回
氏 名： ○○ OO

保健福祉士院職業(資格) ：

連絡 先

生年月日 ○○○○年○月○日

○○病院医察相談室：

○○さんの退院後生活環境相談本人との関係：

1 本人の生活場所について
口自宅 （自宅での福祉サービスの利用

回施設・病院

ロあり □なし）

○○箱神科病院→施設・病院の名称

住所 OO朧○○市○○町○○一○○

2福祉に関する認定の有無等について

口介護認定 （認定日： 年 月）

口要支援（1 ．2） 口要介護（1 ．2．3．4．5）

口非該当

口障害支援区分（認定日： 年 月）

口区分（1 ．2．3．4．5．6） ロ非該当

口療育手帳・愛の手帳など （手帳の名称

国精神障害者保健福祉手帳 （’ ．②･3級）
） （判定 ）

3本人の日常・社会生活の状況について

（1）身体機能・生活機能について
図支援の必要はない ロー部について支援が必要 口全面的に支援が必要

（今後，介助等に関する体制の変更や追加的対応が必要な場合は，その内容等）

病状は回復しており，退院後はグループホームの再入所及び精神科デイケアの再利用が
予定されている。まとまったお金が手元にあると,政治関連の毒物を買い込むことがある。
金銭管理に関して，収支の計算や声かけ，見守りが錘要である。

(2)認知機能について
日によって変動することがあるか：因あり □なし

（※ありの場合は，良い状態を念頭に以下のアからエまでチェックしてください｡）

ア日常的な行為に関する意思の伝達について

回意思を他者に伝達できる ロ伝達できない場合がある

□ほとんど伝達できない □できない

イ 日常的な行為に関する理解について

国理解できる 口理解できない場合がある

ロほとんど理解できない 口理解できない

ウ日常的な行為に関する短期的な記憶について

日記憶できる 口記憶していない場合がある

□ほとんど記憶できない 口記憶できない
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モデル事例5：精神障害（統合失調症） p 医療保護入院中【表面】



エ本人が家族等を認識できているかについて
国正しく認識している 口潔識できていないところがある
□ほとんど認識できていない口認識できていない

(3)日常・社会生活上支障となる精神・行動障害について
ロ支障となる行動はない 口支障となる行動はほとんどない
・国支障となる行動がときどきある ロ支障となる行動がある
(精神・行動障害に関して支援を必要とする場面があれば，その内容，頻度等）

ご本人は自身に「危害がｶﾛえられる」 との不安が常にある。不安が強くなると自室に閉じこ
もりがちになり，服薬や食事が疎かに鞍ろ。現在は入院中で不安な気持ちは軽漁しているが，
退院後の生活には不安があるという。また気持ちが大きくなって不錐要な闘い物をしてしまう
こともあったが，落ち渚いている時には充分自己帯理できる。

(4)社会・地域との交流頻度について
口週1回以上 図月1回以上 口月1回未満

(5)日常の意思決定について
□できる 国特別な場合を除いてできる 口日常的に困難 □できない

(6)金銭の管理について
口本人が管理している ロ親族又は第三者の支援を受けて本人が管理している
国親族又は第三者が管理している
（支援（管理）を受けている場合には，その内容・支援者（管理者）の氏名等）

手元に金鏡があればすぐに使い切ってしまう傾向があり，入院前のグループホーム入所
中は近降に住む親族が金銭を1週間分ずつ渡すなど,支援付で自己管理していた。親族は
濁齢なためこれ以上の支援は難しくなっている。

4本人にとって重要な意思決定が必要となる日常・社会生活上の課題
（※課題については，現に生じているものに加え，今後生じ得る課題も記載してください｡）

課題については，病院内の医療保護入院渚退院支援委員会で協蟻を行った。これまで，ご本
人の財産管理（税金支払い，年金管理，不動産管理等）は親族が代わりに行ってきた。今後は
頼めなくなるため，大金の管理や複雑な事務手焼きに関してご本人は不安を感じており，支援
を必要としているということを確認した。

5家庭裁判所に成年後見制度の利用について申立てをすることに関する本人の認識
国申立てをすることを説明しており，知っている。
口申立てをすることを説明したが，理解できていない。
ロ申立てをすることを説明しておらず，知らない。
□その他
（上記チェックボックスを選択した理由や背景事情等）

今回の入院直前は非常に苦しい体験があったという。退院後グループホームで自立した生活
を送るためには，金銭管理や健康維持へのアドバイスができる支援者が必要であることを理解
している。健康状態の悪化のサインなどは「自分では気がつかないことが多い」 とご本人は述
ぺる。

6本人にとって望ましいと考えられる日常・社会生活上の課題への対応策
（※御意見があれば記載してください｡）

金銭管理については， 1週間分を手渡すという方法を取れば自己管理可能と思われる。また
グループホームの職員と連絡を取りながら， ご自身では気がつかない健康状態の変化などを把
握する。変化があった場合はご本人に伝えたり，病院と共有するなど連携を取る必要がある。
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